
四
国
運
輸
局
長

146

同
徳
島
運
輸
支
局
長

147

同
愛
媛
運
輸
支
局
長

148

同
愛
媛
運
輸
支
局
今
治
海
事
事
務
所
長

166

同
愛
媛
運
輸
支
局
宇
和
島
海
事
事
務
所
長

150

同
高
知
運
輸
支
局
長

151

九
州
運
輸
局
長

152

同
福
岡
運
輸
支
局
長

154

同
福
岡
運
輸
支
局
若
松
海
事
事
務
所
長

153

同
下
関
海
事
事
務
所
長

162

同
長
崎
運
輸
支
局
長

155

同
長
崎
運
輸
支
局
佐
世
保
海
事
事
務
所
長

156

同
大
分
運
輸
支
局
長

158

同
熊
本
運
輸
支
局
長

157

同
宮
崎
運
輸
支
局
長

159

同
鹿
児
島
運
輸
支
局
長

160

同
鹿
児
島
運
輸
支
局
名
瀬
海
事
事
務
所
長

161

北
陸
信
越
運
輸
局
長

122

同
石
川
運
輸
支
局
長

125

同
富
山
運
輸
支
局
長

124

中
部
運
輸
局
長

123

同
静
岡
運
輸
支
局
長

126

同
静
岡
運
輸
支
局
下
田
海
事
事
務
所
長

127

同
三
重
運
輸
支
局
長

128

同
三
重
運
輸
支
局
鳥
羽
海
事
事
務
所
長

129

同
福
井
運
輸
支
局
長

131

近
畿
運
輸
局
長

130

同
京
都
運
輸
支
局
長

132

同
和
歌
山
運
輸
支
局
長

133

同
和
歌
山
運
輸
支
局
勝
浦
海
事
事
務
所
長

134

神
戸
運
輸
監
理
部
長

135

同
姫
路
海
事
事
務
所
長

136

中
国
運
輸
局
長

137

同
尾
道
海
事
事
務
所
長

138

同
因
島
海
事
事
務
所
長

139

同
呉
海
事
事
務
所
長

141

同
鳥
取
運
輸
支
局
長

142

同
島
根
運
輸
支
局
長

143

同
岡
山
運
輸
支
局
長

144

同
山
口
運
輸
支
局
長

145

沖
縄
総
合
事
務
局
長

163

同
宮
古
海
運
事
務
所
長

164

同
八
重
山
海
運
事
務
所
長

165

平成˜›年�月™Ÿ日 金曜日 (号外第˜š›号)官 報

第
十
三
号
様
式
中
「海

運
監
理
部
長

地
方
運
輸
局
海
運
支
局
長

海
運
監
理
部
海
運
支
局
長

」
を
「運

輸
監

理
部

長
地
方
運
輸
局
運
輸
支
局
長

地
方
運
輸
局
海
事
事
務
所
長

運
輸
監
理
部
海
事
事
務
所
長

地
方
運
輸
局
運
輸
支
局
海
事
事
務
所
長

」
に
改
め
る
。

（
船
員
の
最
低
賃
金
に
関
す
る
省
令
の
一
部
改
正
）

第
二
十
三
条

船
員
の
最
低
賃
金
に
関
す
る
省
令
（
昭
和
三
十
四
年
運
輸
省
令
第
三
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

第
三
条
中
「
海
運
監
理
部
長
」
を
「
運
輸
監
理
部
長
」
に
改
め
る
。

第
八
条
第
一
項
中
「
神
戸
海
運
監
理
部
」
を
「
神
戸
運
輸
監
理
部
」
に
、「
海
運
監
理
部
長
」
を「
運
輸
監
理
部
長
」

に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
海
運
支
局
」
を
「
運
輸
支
局
又
は
海
事
事
務
所
」
に
、「
当
該
海
運
支
局
長
を
経
由
し
て

申
請
書
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
を
「
当
該
運
輸
支
局
長
又
は
海
事
事
務
所
長
を
経
由
し
て
申
請
書
を
提
出

す
る
こ
と
が
で
き
る
」
に
改
め
る
。

（
港
湾
運
送
事
業
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
十
四
条

港
湾
運
送
事
業
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
四
年
運
輸
省
令
第
四
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

第
一
条
第
一
項
中
「
海
運
監
理
部
長
」
を
「
運
輸
監
理
部
長
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
及
び
第
三
項
中
「
海
運
支

局
が
あ
る
場
合
は
、
当
該
海
運
支
局
長
を
経
由
し
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
を
「
運
輸
支
局
長
又
は
海
事
事
務
所

長
を
経
由
し
て
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
中
「
海
運
支
局
長
」
を
「
運
輸
支
局
長
又
は
海
事
事

務
所
長
」
に
改
め
、
同
条
第
五
項
中
「
海
運
支
局
が
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
海
運
支
局
長
」
を
「
運
輸
支
局
長
又
は

海
事
事
務
所
長
を
経
由
す
る
場
合
に
は
、
当
該
運
輸
支
局
長
又
は
海
事
事
務
所
長
」
に
改
め
る
。

第
十
五
条
第
三
項
中
「
及
び
海
運
支
局
長
」
を
「
、
運
輸
支
局
長
及
び
海
事
事
務
所
長
」
に
改
め
る
。

第
二
十
三
条
第
五
項
中
「
海
運
監
理
部
」
を
「
運
輸
監
理
部
」
に
改
め
る
。

第
三
十
三
条
の
二
の
表
検
数
人
等
の
項
中
「
神
戸
海
運
監
理
部
」
を
「
神
戸
運
輸
監
理
部
」
に
改
め
る
。

別
記
様
式
中
「
海
運
監
理
部
長
」
を
「
運
輸
監
理
部
長
」
に
改
め
る
。

（
船
員
に
関
す
る
中
小
企
業
退
職
金
共
済
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
十
五
条

船
員
に
関
す
る
中
小
企
業
退
職
金
共
済
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
四
年
運
輸
省
令
第
五
十
三
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
中
「
海
運
監
理
部
長
」
を
「
運
輸
監
理
部
長
」
に
改
め
る
。

第
五
条
中
「
海
運
支
局
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
長
を
経
由
し
て
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
を
「
運
輸
支
局
長

又
は
海
事
事
務
所
長
を
経
由
し
て
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
に
改
め
る
。

（
自
動
車
輸
送
統
計
調
査
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
十
六
条

自
動
車
輸
送
統
計
調
査
規
則
（
昭
和
三
十
五
年
運
輸
省
令
第
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。第

四
条
中
「
陸
運
支
局
長
」
を
「
運
輸
監
理
部
長
又
は
運
輸
支
局
長
」
に
、「
陸
運
支
局
」
を
「
運
輸
監
理
部
又
は

運
輸
支
局
」
に
改
め
る
。

第
五
条
中
「
陸
運
支
局
長
」
を
「
運
輸
監
理
部
長
又
は
運
輸
支
局
長
」
に
改
め
る
。

第
六
条
第
一
項
中
「
陸
運
支
局
」
を
「
運
輸
監
理
部
又
は
運
輸
支
局
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中「
陸
運
支
局
長
」

を
「
運
輸
監
理
部
長
又
は
運
輸
支
局
長
」
に
改
め
る
。

（
船
舶
に
乗
り
組
む
医
師
及
び
衛
生
管
理
者
に
関
す
る
省
令
の
一
部
改
正
）

第
二
十
七
条

船
舶
に
乗
り
組
む
医
師
及
び
衛
生
管
理
者
に
関
す
る
省
令
（
昭
和
三
十
七
年
運
輸
省
令
第
四
十
三
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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